




































袖 防 第 １ ７ ２ １ 号 
令 和 ５ 年 １１ 月８日 

各  位  

 
袖ケ浦市長 粕谷 智浩 
（ 公 印 省 略 ） 

 
袖ケ浦市総合防災訓練に併せた「いっせい行動訓練」の実施について 
（お願い） 

 初冬の候、皆様におかれましては、益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。

また日頃より、市政全般にわたりご協力を賜り厚くお礼申し上げます。 
さて、市では地震等の大規模災害に備え、防災訓練を予定しており、その一環

として「いっせい行動訓練（シェイクアウト訓練）」を実施します。 
つきましては、下記のとおり実施いたしますので、ご協力を賜りますよう宜し

くお願い申し上げます。 

記 
１ 実施日時   

令和５年１２月３日（日） 午前８時３０分から約１分間 

  
２ 訓練内容 

市内全域を対象とした「いっせい行動訓練（シェイクアウト訓練）」を行い

ます。訓練の詳細につきましては【裏面】をご参照ください。 

        
３ 訓練の流れ 
  ８時２０分 

防災行政無線にて、訓練開始についての事前お知らせを放送します。 
８時３０分  
防災行政無線から訓練開始の合図といたしまして約１０秒間サイレンが

流れますので、その時にいる場所（自宅・仕事場等）において頭や体を守る

等の安全行動訓練を約１分間実施していただき訓練は終了となります。 
  ９時００分  

各公民館で防災訓練を予定しています。 
事前に参加登録されている方は９時００分～９時４５分の間に各公民館

へ避難訓練を実施してください。 

 
 

 

 

 

 

 

回   覧 



【裏面】 

 

１２月３日（日）朝８時３０分に 

「いっせい行動訓練（シェイクアウト訓練）」を行います。  

ご家庭や職場で手軽に行えますので、皆さんも是非ご参加ください。   

 

■シェイクアウト訓練とは？ 

  シェイクアウト訓練は、2008 年にアメリカで始まった新しいかたちの地

震防災訓練です。訓練方法はいたってシンプルで、指定された日時に、家庭や

職場、外出先など、それぞれの場所で地震から身を守るための３つの安全行動

を約１分間行っていただくのが基本です。 

 

 日本シェイクアウト提唱会議 

 

 

   なお、１分間の安全行動の後、袖ケ浦市総合ハザードマップを活用して、

「家具の固定」や「備蓄品」の確認等も行い、防災対策を再点検しましょう。 

 

 

 

 

1.DROP！姿勢を低く！ 

2.COVER！体・頭を守って！ 

3.HOLD ON！揺れが収まるまでじっとして！ 

問合せ先 
袖ケ浦市役所 総務部 防災安全課 
電話０４３８‐６２‐２１１９ 
 



様々な音楽団体が集う！感動と興奮の時間

（日）

「ウェルカムミュージック」
1F ロビー 12:30~

Momo’s

◆中ホール◆
・Momo ’s
・アロハリリーズ
・Moan i Ke ’  a l a
・カトレア袖ケ浦グルー プ
・平川ハワイアンサークル
・Hu i  Hu l a  O Me l e l a na◆フリースペース◆

・ウエストピュア
・MMIKx
・総の音
・ＤａＸ.
・シンジ

◆大ホール◆
・三育袖ケ浦コーテット
・Tene r oオカリナ
・上総シニアアンサンブル
・蔵波中学校音楽部
・カナリアンズ
・⼥声合唱アリエッタ
・袖ヶ浦交響楽団
・袖ケ浦市ジュニアオーケストラ

【主 催】 袖ケ浦市⾳楽協会、袖ケ浦市⺠会館
【問合せ】 袖ケ浦市⺠会館 ℡: 0438-62-3135   Mail: sode60@city.sodegaura.chiba.jp

♪
♪

第４１回



かずさ水道広域連合企業団における現状や今後の 

水道料金の改定に係る説明会の開催について 

（ご案内） 
 

かずさ水道広域連合企業団における現状や課題、今後の水道料金改定についてご理

解をいただくため、袖ケ浦市域において上水道を利用されている方を対象とした説明

会を開催します。 

 

日時・会場 （ご都合に合わせて、下記いずれかの会場へお越しください。） 

地 区 日 時 会 場 

長 浦 
令和５年１１月２６日（日） 

18時開始（17時30分開場） 

長浦公民館 多目的ホール 

（袖ケ浦市蔵波５１３番地１） 

根 形 
令和５年１１月３０日（木） 

18時30分開始（18時開場） 

根形公民館 ２階 視聴覚室 

（袖ケ浦市下新田１２７７番地） 

昭 和 
令和５年１２月７日（木） 

18時30分開始（18時開場） 

袖ケ浦市民会館 ３階 中ホール 

（袖ケ浦市坂戸市場１５６６番地） 

平 岡 
令和５年１２月１９日（火） 

18時30分開始（18時開場） 

平岡公民館 ２階 視聴覚室 

（袖ケ浦市野里１５６３番地１） 

中 川・ 

富 岡 

令和５年１２月２３日（土） 

18時開始（17時30分開場） 

平川公民館 ２階 視聴覚室 

（袖ケ浦市横田１１５番地１） 

 

内 容 ・広域連合ビジョンについて（概要） 

・水道料金の改定について 

・質疑応答 

 

説明会出席者 かずさ水道広域連合企業団職員、袖ケ浦市職員 

 

その他 ・事前の参加申込は不要です。（開始時刻の３０分前から入場できます。） 

・終了時刻については、開始時刻から１時間半後を予定しています。 

 

【問合せ先】 

かずさ水道広域連合企業団 

企画財政課 企画財政班 

電話：０４３８－３８－４６２４ 

回 覧 



















廃棄物の焼却（野焼き）は 

法律で禁止されています！ 
 廃棄物の焼却は、煙や悪臭により生活環境に悪影響を

及ぼすだけでなく、猛毒であるダイオキシン類が発生す

る可能性があるため、一部の例外を除き、「廃棄物の処

理及び清掃に関する法律」で禁止されています。（基準

に満たない焼却炉も使用できません） 

● 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却（どんど焼きなど） 

● 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却 

（稲わらや農耕地の刈り草の焼却など） 

● たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの 

（落ち葉によるたき火、風呂釜の薪、キャンプファイヤーなど） 

例外となる廃棄物の焼却 

 

例外規定は木くずや紙類など、環境への影響が少ない場合に限られています。 

ビニールやプラスチック類などは、絶対に燃やさないでください。 

屋外での焼却行為は法律で禁止されております。違反した場合は『5年以下の懲役、もしくは

1000万円（法人は3億円）以下の罰金、またこれらの併科（法16-2）』に処せられます。 

ごみは適正に処理しましょう 

● 家庭ごみの処理は「袖ケ浦市ごみと資源物ガイドブック」を参照してください。 

● 農業・事務所など、事業系廃棄物の処理で不明な点は、クリーンセンターまでお問い合

わせください。電話：0438-63-1881 

問い合わせ先 

 ◆廃棄物の焼却について 袖ケ浦市 廃棄物対策課 土砂・産業廃棄物班 

            電話：0438-63-1881（袖ケ浦クリーンセンター） 

 ◆悪臭について   袖ケ浦市 環境管理課 環境管理班  電話：0438-62-3404（直通） 

 ◆早朝・夜間・休日は  袖ケ浦市役所（守衛）     電話：0438-62-2111 

              木更津警察署（代表）        電話：0438-22-0110 

ご注意ください！ 



 

日 時 １２月１３日（水）  

１４：００～１５：３０ 

内 容 デイサービスってどんなところ？ 

会 場 
袖ケ浦瑞穂特別養護老人ホーム 

(野里１４５２-４) 

申込先 
袖ケ浦市平川地区地域包括支援センター 

４０－５９９４ 

 

          

      申 込 期 限   １２月１２日（火） 

  定     員   ２０名 

  参   加   費   無料 
  

    

        ご不明な点等ございましたら、  

      袖ケ浦市役所高齢者支援課地域包括支援センターまでご連絡ください。 

      電話 ０４３８－６２－３２２５ 受付時間 平日８：３０～１７：１５ 
 

   今後も実施予定です。順次お知らせしていきます。 

   ホームページもご覧ください！ 

 

 

気軽に参加して

ほしいガウ 

 

※実施会場につきましては、変更となる場合があります。お申し込みの際にご確認ください。 



袖ケ浦市平川地区地域包括支援センターの案内図 

  

住所：袖ケ浦市野里１４５２－４  

電話：４０－５９９４ 

 

 
























